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今月の今月の視視点点

「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」について

常任理事　岡　　紳爾

１　はじめに
　現行の地域医療構想は、2025 年の医療需要を
踏まえた病床数の必要量（必要病床数）を定めた
上で、病床の機能分化・連携を進めるものであり、
これまで地域医療構想に基づき「いわゆる病床削
減」が進められてきた。
　その後 2026 年以降のあり方を検討するため、
令和６年３月から「新たな地域医療構想に関す
る検討会」が開かれ、関係団体・有識者を交えて
検討が進められた結果、令和 6 年 12 月 18 日に
2040 年ごろの目指すべき医療提供体制等につい
ての意見をまとめた「新たな地域医療構想に関す
るとりまとめ」（以下、「とりまとめ」）が報告さ
れた。
　令和 7 年度はこの「とりまとめ」に基づき、
通知やガイドラインの中で具体的な方法が示さ
れ、令和８年度から各県で地域医療療構想を策定

することになるが、本稿ではこの度の「とりまと
め」について、医療提供体制にかかる部分を中心
に整理してみた。
　なお、「とりまとめ」の内容を（個人的な見解
ではあるが）要約したところは「ゴシック体」で
示した。

２　「現行の地域医療構想の評価と課題」について
　病床数について、国としては必要病床数である 
119.1 万床と同程度の水準となっていることや、
機能別の病床数の動向から当初の方向性に沿って
地域医療構想の進捗が認められると概ね評価する
とされており、また、山口県でも、必要病床数
15,889 床には及ばないものの 2025 プランの目
標を達成しており、一定程度医療機関の分化・連
携が進んだものと言えよう。
　こうした中、現行の地域医療構想については、
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図 1　年齢階級別の推計入院患者数（山口県保健医療計画 2024 より）

病床数の議論が中心となり、将来のあるべき医療
提供体制の実現に向けた議論、特に外来医療、在
宅医療等の地域の医療提供体制全体の議論がなさ
れていないといった課題が指摘されている。

３　「2040 年頃の医療をとりまく状況と課題」に
ついて
　85 歳以上を中心に高齢者数は 2040 年ごろま
で増加すると見込まれるが、高齢者を含む人口動
態は地域ごとに異なるとともに、支え手となる生
産年齢人口の減少が進み医療・介護人材の確保の
制約がさらに増してくる。こうしたことから、医
療の需要や提供体制等について地域差が拡大して
いくことに伴い、地域ごとに課題や求められる医
療提供体制のあり方が異なっていくことになる。
　そこで、2024 年の医療体制を考えるにあたっ
て、

・高齢者救急の増加及びその後のリハビリテー
ション

・増加する在宅医療需要と減少する外来医療需要
・多くの医療資源を要する手術の減少傾向と病床

利用率の低下傾向が続く入院医療
・医療従事者の確保
を考慮しつつ、2040 年に求められる医療提供体
制のあり方について各県で「新たな地域医療構想」
を策定していくことになる。
　ちなみに、山口県でも同様に、人口は 2020 年

の 135.2 万人から、2040 年には 110.0 万人と
約 20％減少する。また、医療需要で見ると、外
来患者数は既に全圏域で減少傾向にあるが、入院
患者数は 2035 年がピークである（図 1）。ただ、
圏域別でみると柳井、長門、萩圏域では入院患者
も既に減少傾向がみられるなど地域差が拡大して
いる。
　今後、山口県でも、データに基づき地域ごとに
より実態に即した形で医療提供体制を議論してい
くことが求められる。

４　「医療提供体制の現状と目指すべき方向性」
について
　このため新たな地域医療構想においては、限り
ある医療資源を最適化・効率化しながら、「治す
医療」を担う医療機関と「治し支える医療」を担
う医療機関の役割分担を明確化し、地域完結型の
医療・介護提供体制を構築する必要があるとされ、
先に述べた３つの課題について個々に言及されて
いる。

（1）増加する高齢者救急への対応
　初めに高齢者への対応が記されており、国とし
ても危機感を持っているのであろう。
　高齢者については、軽度から中等症の患者が
多く手術を伴うような例は少ないことから、対応
する医療機関を増やし救急搬送の受け入れ体制を
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強化する。また ADL の低下を防止するため、医
療機関で入院早期からの離床介入や必要なリハビ
リテーションの提供などが求められるとされてい
る。
　そこで、地域としては、県への報告が求めら
れてくる「医療機関機能の報告（5‐（2）参照）」
を活用して、高齢者救急を引き受けリハビリまで
提供できる医療機関の数やリハビリ専門病院との
連携体制を確認し、圏域の関係者の共通理解が進
むように圏域で協議していくことになる。
　ただ、久留米大学の佐藤教授が言っているよう
に（参考文献③）、医療では工業製品のように専
門領域ごとに役割分担を行う「水平分業」が明確
にできるものではなく、患者や家族の求めるもの、
受け入れる病院側の体制など、それぞれの医療機
関ごとに異なっていることから、あいまいな水平
分業にならざるを得ない。
　さらに、高齢者は軽症・中等症が多いというの
は確かであるが、実際の病状悪化の時には一定レ
ベルの検査や治療が求められる患者は少なくない
と思われる。実際、インフルエンザの流行時には、
三次救急を担う医療機関でも高齢の患者を受け入
れることが多くなり、病床の稼働率や平均在院日
数に影響を与えているのである。

　このようにはっきりとした水平分業が難しけれ
ば、地域ごとに阿

あん

吽
うん

の呼吸の中でやっていくしか
ないのだが、こうした中で受け入れをスムーズに
進めるためには情報の共有というのが極めて重要
である。その手段として、地域連携室におけるア
ナログ的なアプローチに加え、地域のすべての医
療機関の入退院の状況を関係者が一元的に可視化
できる管理システム（参考文献④）が活用できる
と、圏域における分業も進みやすくなるのではな
いだろうか。まずは圏域単位で検討してみる価値
はあると思うのである。

　一方、過疎地や中山間地域では、高齢者に対し
て１つの医療機関で急性期からリハビリ、また、
慢性期の機能にも対応していくことが求められる
ことから、そうした地域にある医療機関は再編・
統合の対象として考えるのではなく、医療基盤を
支える「貴重な社会資源」として扱い、できるだ
け存続できるような枠組み・制度設計が必要であ
る。

（2）増加する在宅医療の需要への対応
　全国的には、在宅医療は、2040 年に向けても、
大半の地域で需要は増加する見込みであるが、人
口規模の大きい大都市部ほど在宅訪問患者数が多

図 2　2040 年の医療需要について（第 7 回新たな地域医療構想等に関する検討会資料より）
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図 3　訪問診療を行っている医療機関数の推移（山口県保健医療計画より）

くなっている（図 2）。
　また、地域によっては病院が在宅医療において
一定の役割を果たしているが、在宅医療の需要の
増加に対応するためには、医療機関だけでなく訪
問看護ステーション、歯科医療機関、薬局、介護
施設・事業所等の多機関が連携して、地域の供給
力を高めることが求められる。
　さらに、在宅医療を行う医療機関の ICT の活用
や連携等による対応力強化、医療機関の新たな参
入促進、D to P with N 等のオンライン診療の活用、
等が求められるなど、在宅医療提供体制の確保に
ついて多く言及されている。

　現在の山口県では、医療計画をみると、2026 年
（令和 8 年）の在宅医療の必要量が、県全体で
11,301 人 / 月と試算されており増加傾向にある
ものの、令和 3 年の段階での実績が訪問診療と
往診あわせて 10,253 人 / 月であり、一定程度の
対応ができると予想される。
　今後、山口県でも構想策定にあたって、2040
年（令和 22 年）までの具体的な数字が試算さ
れる中で、おそらく、高齢者がピークに達する
2035 年に向けて在宅医療の需要が増えてくると
思われる。しかし、自宅での在宅医療は、受け入
れる家族側の協力と理解、又は本人の自立状況な
ど一定の条件がないと難しいことから、山口県で
は、国が懸念するほど数が増加してくるであろう
か。

　一方で、山口県では、在宅医療の担い手である
診療所数そのものが減少傾向にあり、さらに診療
所の医師の高齢化が進んでいることから、在宅医
療のキャパシティの問題がある（図 3）。さらに
人口の集まる都市部であれば効率的に多くの患者
に対応できるが、へき地や中山間地域になると経
営的な面も考えなければならない。
　他県では在宅専門の診療所が増えているところ
もあるが、山口県ではまだそうした状況はあまり
見られない。これは、効率性によるものなのか、
あるいは、山口県特有の慢性期の病床数（介護医
療院を含む）が関係している可能性もある。
　令和 7 年 4 月から、すべての診療所において、
その機能を県に報告する「かかりつけ医機能報告
制度（在宅医療への取り組みを含む）」が始まり、

「地域の関係者との協議の場で活用」することに
なっているので、在宅医療に取組む診療所が増え
てくることを期待したいのだが、そもそも、診療
所が少ない、あるいは減少している地域では、在
宅医療研修やリカレント教育の推進、医師の派遣、
巡回診療の整備などにより医療体制そのものの整
備が求められる。

　この点については、現在、県立総合医療センター
は大学と協働して総合診療医を育成していく仕組
みづくりを進めているが、こうした総合診療医育
成のための教育を通じて在宅医療を担える人材の
養成と中小病院への支援が可能となるのではない
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かと考えている。
　特に、県立総合医療センターには、既に在宅医
療に携わってノウハウを有している自治医大出身
医師も多いことから、総合診療医の育成と合わせ
て、まずは中山間地域を中心に、診療所や中小病
院に対して在宅医療の実践的なノウハウや、状況
に応じて人的な支援を提供することにより、在宅
医療の提供体制の強化にも貢献できるのではない
かと考えている。
　さらに、注目すべき事例としては、一部の疾患
の高齢者救急の患者に対しては、早期にかつ直接、
自宅に退院させることにより、高齢者自身が早
い時期にこれまでの生活に戻る可能性が高まるこ
と、病院独自でのベッドコントロールが円滑とな
り病院の機能強化にも資するとの報告がある（参
考文献⑥）。
　これは「とりまとめ：高齢者救急」の中に「自
宅からの入院症例について、手術を実施する施設
内で転棟した場合より、他院に転院した場合の在
院日数が長い傾向にある」との記載がなされてい
ることから、高齢者への対応の選択肢の一つとし
て、症例によっては転院せずに急性期病院から早
期に直接自宅に退院し、在宅医療・リハビリテー
ションができる体制の効果について言及したもの
と思われる。
　急性期医療機関であっても、条件が整えば在宅
医療に取り組む可能性を示したものであり、県
立総合医療センターにおいても、活用実績のある
ICT や D to P with N 等のオンライン診療と合わ
せて、在宅医療におけるさまざまな可能性・あり
方について先駆的な役割が果たせないか検討して
みたい。

（4）救急・急性期医療
　今後、2040 年に向けて、手術など多くの医療
資源を要する急性期の医療需要は減少することが
見込まれること、一般病床、二次救急医療施設に
おいても病床利用率は低下傾向にあること、手術
については多くの症例を実施する医療機関のほう
が死亡率が低いこと、など（高度）急性期機能の
再編・集約化の必要性を示すとともに、救急医療
については、二次救急医療施設が中心的な役割を
担っているが、半数に近い医療機関では受け入れ

が 500 件未満となっているなど医療機関によっ
てかなりの差がみられるなど、効率性の面からも
救急体制の課題を示している。
　こうした状況を踏まえ、救急・急性期医療につ
いては、地域の医療需要や医療資源等を踏まえな
がら、医療従事者の働き方や医療の質の確保等の
観点から、症例や医師を集約して、地域ごとに必
要な連携 ･ 再編 ･ 集約を進め、さらに地域の拠点と
して対応できる医療機関を確保することが求めら
れる、とこれまでになく「集約化」という文字が
出ている。
　厚労省関係の講演会や会議では、異口同音に「人
口減少に伴う患者数の減少により、外来医療に加
え入院医療も減少」さらに「働き手の減少による
スタッフ確保が困難」という状況の中で、「共倒
れにならないためにも医療機関の集約化が必要で
あり、手遅れにならないうちに取り組むべき」と
いう主張が繰り返されている（図 4）。
　山口県の令和 5 年度病床機能報告によると、
コロナの影響は残るものの、急性期病床を持つ公
的医療機関の病床利用率では 70％前後から 60％
台の病院が散見され経営的には厳しい状況ではな
いかと推察される。病院長や事務長としては日々、
病院経営に頭を痛めているのではないだろうか。
　こうした医療機関は、今後どういった機能を
担っていくのかを患者動向等のデータに基づき判
断していくとともに、今後のあり方について圏域
の調整会議での議論がこれまで以上に必要になっ
てくる。
　ただ、現実的には、多くの医療機関は大学から
の医師派遣に頼っており、（高度）急性期を担わ
なくなった医療機関に大学からの医師の派遣がど
こまで可能かを考えると、院長としては医療機能
を単純に割り切ることはできないであろう。実際、
医師少数県の山口県では、大学からの医師派遣を
通じて各医療機関の機能分化が自ずと進んできて
いるのではないだろうか。
　厚労省としては、「病院の生き残りをかけて再
編・集約化」という表現を使っているが、医療機
関を管理する立場に立てば、目先ではなく『50
年後の医療の姿』をイメージしながら、かつ「住
民のための医療機関のあるべき姿」を追求し、さ
らに経営の視点も合わせて考えなければならない
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ことから、これからの病院運営の舵取りはますま
す厳しいものとなっていくであろう。できれば、
国の目指す将来の医療のあり方を示してほしい。

５　「新たな地域医療構想」について
（1）基本的な考え方
　2040 年ごろをとりまく状況と課題、現行の地
域医療構想の評価と課題等を踏まえ、今後は、病
床の機能分化・連携だけでなく、「地域ごとの医
療機関機能」の確保など、あるべき医療提供体制
の実現に資するよう、新たな地域医療構想を策定・
推進することとされている。
　そして、2040 年やその先を見据えて、高齢者
救急・在宅医療等の需要が増加する中で、｢ 治す
医療 ｣ を担う医療機関と ｢ 治し支える医療 ｣ を担
う医療機関の役割分担を明確化し、医療機関の連
携 ･ 再編 ･ 集約化を推進することが重要、とここで
も「集約化」という表現が使われている。

（2）医療機関機能・病床機能
　新たな地域医療構想においては、病床機能に加
えて、新たに医療機関から都道府県に対して医療
機関機能を報告する仕組みを創設する。これによ
り地域の医療提供体制の確保に向けて関係者によ
る医療機関の役割分担・連携に関する協議を促進

する。
　図 5 に示すように、確保すべき医療機関機能
として、①高齢者救急・地域急性期機能、②在宅
医療等連携機能、③急性期拠点機能、④専門等機
能、を位置付けるとともに、広域な観点で確保す
べき医療機関機能として、医育及び広域診療機能
を位置付け、医療機関がこれらの医療機関機能を
確保していること、今後の方向性等について報告
することが考えられる。

　急性期拠点機能については、持続可能な医療従
事者の働き方や医療の質を確保するための医師や
症例等の集約化に資するよう、地域シェア等の地
域の実情を踏まえた一定の水準を満たす場合に報
告を行うこととし、また、アクセスや構想区域の
規模も踏まえ、構想区域ごとにどの程度の病院数
を確保するか設定することとする、と記載されて
いる。

　今後、厚生労働省においては、新たな地域医療
構想の策定・推進に向けて、速やかに法律改正を
行った上で、政省令の整備、ガイドラインの策定
を行うことになると思われるが、それを推進する
ためには「根拠となるデータと考え方」「財政的
な支援と制度の整備」が不可欠であり、どのよう

図 4　病院の経営状況について（第 7 回新たな地域医療構想等に関する検討会資料より）
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に進めていくのか大変関心のあるところである。

６．おわりに
　この度「とりまとめ」について述べてみたが、
改めて見返してみると、ここに記した内容につい
ては、山口県の医療関係者なら誰もが漠然と感じ
ていたことを文章にしただけのようにも思う。
　今後、医療機関の再編・集約化については、大
学における人材育成の観点からの医師派遣が極め
て重要であり、次いで経営的な視点であり、これ
らによって必然的に医療機能が規定されてくると
思われる。ただ、ステークホルダーがとても多い
なかにあっては、それらの調整をしていく行政の
役割が大きいし、さらに行政との橋渡しができる
県医師会の役割にも期待したいのである。
　最後に、本来ビジネスに対して使われるもので
あるが、近ごろ、医療の分野でもよく当てはまる
と思われるダーウィンの名言を引用して締めくく
りたい。
　「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い
者が生き残るのでもなく、唯一、生き残る者は変
化できる者である」
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